
一
頁

○
内
閣
府
令
第

号

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
号
）
の
一
部
及
び
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
四
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

第
五
十
一
条
第
十
項
（
同
条
第
二
十
二
項
、
同
法
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
、
第
九
十
三
条
第
三
項
、
第
九
十
七
条
第
四
項

、
第
百
一
条
第
三
項
、
第
百
二
条
第
五
項
、
第
百
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
百
九
条
の
二
第
二
項
並
び
に
道
路
交
通
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
二
十
六
条
第
三
号
及
び
第
二
十
六
条
の
四
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
交
通
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
九
条
の
七
」
を
「
第
九
条
の
七
の
二
」
に
改
め
る
。



二
頁

第
七
条
の
二
中
「
第
十
六
条
第
三
号
」
を
「
第
十
六
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
警
察
署
長
に
よ
る
公
表
）

第
七
条
の
二
の
二

法
第
五
十
一
条
第
十
項
（
同
条
第
二
十
二
項
並
び
に
法
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条
の
八

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
法
第
五
十
一
条
第
六
項
（
法
第
七
十
五
条
の
八
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
車
両
の
使
用
者
若
し
く
は
所
有
者
、
法
第
五
十
一
条

第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
積
載
物
の
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
積
載
物

に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
若
し
く
は
法
第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
損
壊
物
等
の
所
有
者
、

占
有
者
そ
の
他
当
該
損
壊
物
等
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
が
判
明
す
る
ま
で
の
間
又
は
法
第
五
十
一
条
第
九
項
の
規
定
に

よ
る
公
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
車
両
移
動
保
管
関
係
事
務
の
委
託
）

第
七
条
の
六
の
二

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
法
人
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
務
を
行
う
の
に
必
要



三
頁

か
つ
適
切
な
組
織
及
び
能
力
を
有
す
る
と
警
察
署
長
が
認
め
る
法
人
と
す
る
。

第
七
条
の
九
中
「
第
十
七
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
普
通
自
転
車
に
よ
り
安
全
に
車
道
を
通
行
す
る
こ
と
に
支
障
を
生
ず
る
程
度
の
身
体
の
障
害
）

第
九
条
の
二
の
二

令
第
二
十
六
条
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
身
体
の
障
害
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
別
表
に
掲
げ
る
障
害
と
す
る
。

第
九
条
の
六
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
並
び
に
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
九
条
の
七
第
二
項
中
「
第
七
十
一
条
の
五
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
十
一
条

の
五
第
三
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
六
第
二
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
五
の
二
の
三
」
を
「
別
記
様
式
第
五
の
二
の
四
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
五
の
二
の
三
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
章
の
三
中
第
九
条
の
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
聴
覚
障
害
の
基
準
）



四
頁

第
九
条
の
七
の
二

令
第
二
十
六
条
の
四
の
二
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
十
メ
ー
ト
ル
の
距
離
で
、
九
十
デ
シ
ベ
ル
の

警
音
器
の
音
が
聞
こ
え
る
こ
と
と
す
る
。

聴
力
（
第
一
種
運
転
免
許
（
以
下
「
第
一
種
免
許
」
と
い
う
。
）
及
び
仮
免
許
に
係
る

第
二
十
三
条
第
一
項
の
表
中

適
性
試
験
に
あ
つ
て
は
、
補
聴
器
に
よ
り
補
わ
れ
た
聴
力
を
含
む
。
）
が
一
〇
メ
ー
ト

ル
の
距
離
で
、
九
〇
デ
シ
ベ
ル
の
警
音
器
の
音
が
き
こ
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

両
耳
の
聴
力
（
第
一
種
運
転
免
許
（
以
下
「
第
一
種
免
許
」
と
い
う
。
）
及
び
仮

免
許
に
係
る
適
性
試
験
に
あ
つ
て
は
、
補
聴
器
に
よ
り
補
わ
れ
た
聴
力
を
含
む
。
）

が
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
で
、
九
〇
デ
シ
ベ
ル
の
警
音
器
の
音
が
聞
こ
え
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

二

一
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
普
通
免
許
及
び
普
通
自
動
車
仮
免
許
（
以
下
「
普
通

仮
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
適
性
試
験
に
あ
つ
て
は
、
両
耳
の
聴
力
が
一
〇
メ
ー

ト
ル
の
距
離
で
、
九
〇
デ
シ
ベ
ル
の
警
音
器
の
音
が
聞
こ
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、



五
頁

を

法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
等
の
種
類
を
専

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三

ら
人
を
運
搬
す
る
構
造
の
普
通
自
動
車
に
限
定
し
、
か
つ
、
当
該
普
通
自
動
車
の
進

路
と
同
一
の
進
路
及
び
進
路
を
運
転
者
席
の
反
対
側
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

そ
の
変
更
し
た
後
の
進
路
と
同
一
の
進
路
を
後
方
か
ら
進
行
し
て
く
る
自
動
車
等
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
後
写
鏡
（
以
下
「
特
定
後
写
鏡
」
と
い
う
。

）
を
車
室
内
に
お
い
て
使
用
す
べ
き
こ
と
と
す
る
条
件
を
付
す
こ
と
に
よ
り
、
当
該

普
通
自
動
車
の
安
全
な
運
転
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

。

号
中
「
普
通
自
動
車
仮
免
許
（
以
下
「
普
通
仮
免
許
」
と
い
う
。
）
」
を
「
普
通
仮
免
許
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
六
項
中
「
又
は
補
聴
器
」
を
「
、
補
聴
器
又
は
特
定
後
写
鏡
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
の
表
運
動
能
力
の
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
の
表
聴
力
の
項
中
「

普
通
免
許
及
び
普
通
自
動
車
仮
免
許
（
以
下
「
普
通
仮
免
許
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
普
通
自
動
車
対
応
免
許
（
法
第



六
頁

七
十
一
条
の
五
第
二
項
の
普
通
自
動
車
対
応
免
許
を
い
う
。
）
」
と
、
同
表
運
動
能
力
の
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
三
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
（
第
三
十

八
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
「
公
益
法
人
」
と
い
う
。
）
」
を
「
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
中
「
公
益
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
の
二
の
三
を
別
記
様
式
第
五
の
二
の
四
と
し
、
別
記
様
式
第
五
の
二
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



七
頁

別記様式第五の二の三（第九条の七関係）



八
頁

別
表
第
二
補
聴
器
の
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
の
表
の
聴
力
の
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
の
表
の
聴
力
の
項
第
一
号

」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

特
定
後
写
鏡

専
ら
人
を
運
搬
す
る
構
造
の
普
通
自
動
車
を
運
転
中
は
、
特
定
後
写
鏡
を
車
室
内
に
お
い
て
使
用
す
る

こ
と
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
六

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
八
条
の
三
及
び
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
一
般
社
団
法
人
及

び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。


